
平
成
二
十
八
年
政
令
第
四
十
三
号

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
　
抄

内
閣
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
同
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
十
条
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条－

第
三
十
四
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
三
十
五
条－

第
三
十
九
条
）

附
則

第
二
章
　
経
過
措
置

（
旧
一
般
電
気
事
業
者
等
に
よ
る
供
給
条
件
の
説
明
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
五
条
　
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
改

正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
締
結
さ
れ
る
小
売
供
給
契
約
（
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電

気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
。
以
下
「
新
電
気
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
十
三
第
一
項

に
規
定
す
る
小
売
供
給
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
新
電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
同
項
に

規
定
す
る
旧
一
般
電
気
事
業
者
及
び
当
該
旧
一
般
電
気
事
業
者
が
行
う
小
売
供
給
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ

又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
一
般
電
気
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
改
正
法
施
行
日

前
に
新
電
気
事
業
法
第
二
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
交
付
し
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
給
条
件
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
き
は
、
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
改
正
法

施
行
日
前
に
同
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
、
か
つ
、

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
給
条
件
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
改
正
法
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
小
売
供
給
契
約
に
つ
い
て
、
旧
一
般
電
気
事
業
者
等
が
、
改
正
法
施
行
日

前
に
新
電
気
事
業
法
第
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

交
付
し
て
い
る
と
き
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
て
い
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
新
電
気
事
業
法
第
二
条
の

二
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
及
び
当
該
者
が
行
う
小
売
供
給
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は

代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
一
般
電
気
事
業
者
に
よ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
に
係
る
認
可
に
係
る
準
備
行
為
）

第
三
十
六
条
　
こ
の
政
令
の
公
布
の
際
現
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
（
以
下
「
旧
電

気
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
一
般
電
気
事
業
者
で
あ
っ
て
、
新
電
気
事
業
法

第
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
改
正
法
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
新
電
気
事
業
法
第
五
条
並
び
に
新
電
気
事
業
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
第
五
号
（
新
電
気
事

業
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の

認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
可
は
、
改
正
法
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る

も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
公
布
の
際
現
に
旧
電
気
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
一
般
電
気
事
業
者
で
あ
っ

て
、
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
旧
電
気
事
業
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
電
気
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第

二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
改
正
法
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
電
気
事
業
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
第
三
号

（
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
電
気
事
業
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
改
正

法
附
則
第
二
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

認
可
は
、
改
正
法
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
特
定
電
気
事
業
者
等
に
よ
る
供
給
条
件
の
説
明
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
七
条
　
改
正
法
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
（
新
電
気
事
業
法
第
二
十
七
条
の
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
小
売
供
給
（
新
電

気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
小
売
供
給
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

契
約
に
つ
い
て
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
新
電
気
事
業
法
第
二
十
七
条
の

十
五
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
旧
特
定
電
気
事
業
者
及
び
当
該
旧
特
定
電
気
事
業

者
が
行
う
小
売
供
給
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
特
定
電
気
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
改
正
法
施
行
日
前
に
新
電
気
事
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
新
電
気
事
業
法
第
二
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
給
条
件
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と

き
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
し
た
も
の
と
み

な
す
。
改
正
法
施
行
日
前
に
同
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提

供
し
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
給
条
件
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
改
正
法
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
が
行
う
小
売
供
給
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、

旧
特
定
電
気
事
業
者
等
が
、
改
正
法
施
行
日
前
に
新
電
気
事
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
新
電
気
事
業
法
第
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

交
付
し
て
い
る
と
き
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
て
い
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
新
電
気
事
業
法
第
二
十
七

条
の
十
五
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
及
び
当
該
者
が
行
う
小
売
供
給
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次

ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
卸
電
力
取
引
所
の
指
定
に
係
る
準
備
行
為
）

第
三
十
八
条
　
新
電
気
事
業
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の

行
為
は
、
改
正
法
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
電
気
事
業
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
第
五
号
（
新
電
気
事
業
法

第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
九
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第

二
項
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
九
条
の
六
第
一
項
並
び
に
第
九
十
九
条
の
八

の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
行
為
は
、
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
等
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
九
条
　
仮
発
電
事
業
者
（
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
発
電
事
業
者
を
い
う
。
）
は
、
改
正

法
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
　
同
法
第
二
条
第
十

二
号
に
規
定
す
る
地
震
防
災
応
急
計
画

二
　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二

号
）
第
七
条
第
一
項
　
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
計
画

三
　
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十

六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
　
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝

周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
計
画

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
施
行
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
六
条

及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
の
規
定
は
、
個
人
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
取
得
す
る
同
条
第
八
号
カ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
に
つ
い

1



て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
し
た
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
八
号

カ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う
事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る
た
め

に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を
受
け
る
権
利
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
八
号

ヨ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
人
税
法
施
行

令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
取
得
す
る
新
法

人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
八
号
ヨ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が
施
行
日

前
に
取
得
し
た
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
八
号
ヨ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス

供
給
施
設
利
用
権
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う
事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る
た
め

に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を
受
け
る
権
利
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
八

号
タ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
消
費
税
法
施
行

令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
は
、
事
業
者
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項

第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
国
内
に
お
い
て
行
う

課
税
仕
入
れ
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
新
消
費
税
法
施
行
令
第
五
条
第
八
号
カ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
に
つ
い
て
適
用
し
、

事
業
者
が
施
行
日
前
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税

法
施
行
令
第
五
条
第
八
号
カ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う
事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る
た
め

に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を
受
け
る
権
利
（
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
課
税
仕
入
れ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
消
費
税
法
施
行
令
第
五
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
八
号
カ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。

（
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
九
号
中
「
第
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
」
と
改
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
政
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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